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大和市条例第１１号 

 大和市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年１２月２０日 

                          大和市長 大 木  哲   

 

大和市条例第１１号 

大和市手数料条例の一部を改正する条例 

大和市手数料条例（昭和２６年大和町条例第９号）の一部を次のように改正する。 

別表消防法関係の表第３号中「１，５８０，０００円」を「１，５９０，０００円」に、

「１，９４０，０００円」を「１，９５０，０００円」に、「２，２６０，０００円」を

「２，２７０，０００円」に改め、同表建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

関係の表第５号を次のように改める。 

５ 法第２９

条第１項

の規定に

基づく建

築物エネ

ルギー消

費性能向

上計画の

認定申請

手 数 料

（次号に

該当する

場合を除

く。） 

(1) (2)に該当

する場合以

外の場合 

ア 一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用途

に供する部分を有しないものに限る。以下こ

の表において同じ。）の場合 次に掲げる一戸

建ての住宅の床面積の区分に応じ、次に定め

る額 

(ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル未満

の一戸建ての住宅 ３４，０００円 

(ｲ) 床面積の合計が２００平方メートル以上

の一戸建ての住宅 ３８，０００円 

イ 一の建築物（一戸建ての住宅を除く。以下こ

の表において同じ。）の場合 当該申請に係る

建築物の部分について、次に掲げる建築物の部

分の区分に応じ、次に定める額を合算した額 

(ｱ) 住宅部分（法第１１条第１項に規定する

住宅部分をいう。以下この表において同

じ。） 次に掲げる住宅部分の床面積の区分

に応じ、次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未

満の建築物 ６９，０００円 
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ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以

上２，０００平方メートル未満の建築物 

 １２０，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メート

ル以上５，０００平方メートル未満の建

築物 ２００，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メート

ル以上の建築物 ２８０，０００円 

(ｲ) 非住宅部分（基準省令第１０条第１号イ

(1)及びロ(1)（非住宅部分の全部を工場等

の用途に供する場合及び基準省令附則第３

条第２項に該当する場合にあっては、同号ロ

(1)）又は基準省令第１０条第３号ロに適合

するものとして申請された建築物に係るも

のに限る。） 次に掲げる非住宅部分の床面

積の区分に応じ、次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未

満の建築物 ２３０，０００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以

上２，０００平方メートル未満の建築物 

 ３７０，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メート

ル以上５，０００平方メートル未満の建

築物 ５３０，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メート

ル以上１０，０００平方メートル未満の

建築物 ６５０，０００円 

ｅ 床面積の合計が１０，０００平方メー

トル以上２５，０００平方メートル未満

の建築物 ７７０，０００円 

ｆ 床面積の合計が２５，０００平方メー
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トル以上の建築物 ８７０，０００円 

(ｳ) 非住宅部分（(ｲ)に該当するものを除く。） 

 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応

じ、次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未

満の建築物 ８７，０００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以

上２，０００平方メートル未満の建築物 

 １５０，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メート

ル以上５，０００平方メートル未満の建

築物 ２４０，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メート

ル以上１０，０００平方メートル未満の

建築物 ３１０，０００円 

ｅ 床面積の合計が１０，０００平方メー

トル以上２５，０００平方メートル未満

の建築物 ３７０，０００円 

ｆ 床面積の合計が２５，０００平方メー

トル以上の建築物 ４４０，０００円 

ウ ２以上の建築物（法第２９条第３項に規定

する他の建築物を含む場合をいう。以下この表

において同じ。）の場合 当該計画に係る建築

物について、次に掲げる建築物の区分に応じ、

次に定める額を合算した額 

(ｱ) 申請に係る建築物 ア又はイの規定の例

により算定した額 

(ｲ) 他の建築物（(ｳ)に掲げるものを除く。） 

ア又はイの規定の例により算定した額 

(ｳ) 他の建築物（法第３０条第１項第４号に

掲げる基準に適合していることにつき、あ
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らかじめ登録住宅性能評価機関若しくは登

録建築物エネルギー消費性能判定機関（以

下「登録住宅性能評価機関等」という。）に

よる審査を受けたもの又は住宅性能評価を

行った住宅に係るものに限る。） (2)ア又

はイの規定の例により算定した額 

(2) 法第３０

条第１項第

１号から第

３号までに

掲げる基準

に適合して

いることに

つき、あらか

じめ登録住

宅性能評価

機関等によ

る審査を受

けたもの又

は住宅性能

評価を行っ

た住宅に係

るものであ

る場合 

ア 一戸建ての住宅の場合 ４，７００円 

イ 一の建築物の場合 当該申請に係る建築物

の部分について、次に掲げる建築物の部分の

区分に応じ、次に定める額を合算した額 

(ｱ) 住宅部分 次に掲げる住宅部分の床面積

の区分に応じ、次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未

満の建築物 ９，４００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以

上２，０００平方メートル未満の建築物 

 ２０，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メート

ル以上５，０００平方メートル未満の建

築物 ４５，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メート

ル以上の建築物 ８１，０００円 

(ｲ) 非住宅部分 次に掲げる非住宅部分の床

面積の区分に応じ、次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未

満の建築物 ９，４００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以

上２，０００平方メートル未満の建築物 

 ２７，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メート

ル以上５，０００平方メートル未満の建
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築物 ８０，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メート

ル以上１０，０００平方メートル未満の

建築物 １３０，０００円 

ｅ 床面積の合計が１０，０００平方メー

トル以上２５，０００平方メートル未満

の建築物 １６０，０００円 

ｆ 床面積の合計が２５，０００平方メー

トル以上の建築物 ２００，０００円 

ウ ２以上の建築物の場合 当該計画に係る建

築物について、次に掲げる建築物の区分に応

じ、次に定める額を合算した額 

(ｱ) 申請に係る建築物 ア又はイの規定の例

により算定した額 

(ｲ) 他の建築物（(ｳ)に掲げるものを除く。） 

 (1)ア又はイの規定の例により算定した額 

(ｳ) 他の建築物（法第３０条第１項第４号に

掲げる基準に適合していることにつき、あ

らかじめ登録住宅性能評価機関等による審

査を受けたもの又は住宅性能評価を行った

住宅に係るものに限る。） ア又はイの規定

の例により算定した額 

別表建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係の表第６号中「前号(1)、(2) 

又は(3)」を「前号(1)又は(2)」に改め、同表第７号金額の欄を次のように改める。 

ア 一戸建ての住宅の場合 第５号(1)ア又は(2)アに定める額の２分の１の額 

イ 一の建築物の場合 第５号(1)イ又は(2)イに定める額の２分の１の額 

ウ ２以上の建築物の場合 当該計画に係る建築物について、次に掲げる建築物の

区分に応じ、次に定める額を合算した額 

(ｱ) 申請に係る建築物で、建築物のエネルギー消費性能に変更が生じるもの ア

又はイの規定の例により算定した額 

(ｲ) 既に計画の認定を受けた他の建築物で、建築物のエネルギー消費性能に変更
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が生じるもの ア又はイの規定の例により算定した額 

(ｳ) 新たに計画に追加する建築物 第５号(1)ア若しくはイ又は同号(2)ア若しく

はイの規定の例により算定した額 

 別表建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係の表第８号中「第５号(1)、 

(2)又は(3)に定める額の２分の１の」を「前号に定める」に改め、同表第９号を次のよ 

うに改める。 

９ 法第３６

条第１項

の規定に

基づく建

築物エネ

ルギー消

費性能基

準に適合

している

旨の認定

申請手数

料 

(1) (2)に該当

する場合以

外の場合 

ア 一戸建ての住宅（基準省令第１条第１項第

２号イ(1)及びロ(1)（基準省令附則第４条第

１項に該当する場合にあっては、同号ロ(1)）

に適合するものとして申請されたものに限

る。）の場合 第５号(1)アに定める額 

イ 一戸建ての住宅（アに該当するものを除

く。）の場合 第７号アに定める額 

ウ 一の建築物の場合 当該申請に係る建築物

の部分について、次に掲げる建築物の部分の

区分に応じ、次に定める額を合算した額 

(ｱ) 住宅部分（基準省令第１条第１項第２号

イ(1)及びロ(1)（基準省令附則第４条第１

項に該当する場合にあっては、同号ロ(1)）

又は基準省令第１条第１項第３号ロに適合

するものとして申請された建築物に係るも

のに限る。） 第５号(1)イ(ｱ)に定める額 

(ｲ) 住宅部分（(ｱ)に該当するものを除く。） 次

に掲げる住宅部分の床面積の区分に応

じ、次に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未

満の建築物 ３３，０００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以

上２，０００平方メートル未満の建築物 

 ５７，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メート
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ル以上５，０００平方メートル未満の建

築物 １００，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メート

ル以上の建築物 １６０，０００円 

(ｳ) 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１

号イ又は同項第３号ロに適合するものとし

て申請された建築物に係るものに限る。） 

第５号(1)イ(ｲ)に定める額 

(ｴ) 非住宅部分（(ｳ)に該当するものを除く。） 

 第５号(1)イ(ｳ)に定める額 

(2) 当該建築

物が建築物

エネルギー

消費性能基

準に適合し

ていること

につき、あら

かじめ登録

住宅性能評

価機関等に

よる審査を

受けた場合、

当該建築物

について都

市の低炭素

化の促進に

関する法律

第５４条第

１項の規定

による低炭

素建築物新

第５号(2)に定める額 
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築等計画の

認定、法第

１２条第１

項若しくは

第１３条第

２項の規定

による建築

物エネルギ

ー消費性能

適合性判定

若しくは法

第３０条第

１項の規定

による建築

物エネルギ

ー消費性能

向上計画の

認定を受け

た場合又は

当該建築物

が住宅性能

評価を行っ

た住宅であ

る場合 

 附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


